
ＳＬ冬の湿原号試乗会
　ＳＬ冬の湿原号は、2000年の運転開始から25周年を迎えま
した。
　周年を記念して「沿線地域の子ども向け試乗会」を開催しま
すので、ぜひご応募ください。

▶日　　時：３月18日㈫、19日㈬
▶申込期間：３月１日㈯ ～ 10日㈪
▶対 象 者： 釧路市、釧路町、標茶町、

弟子屈町、鶴居村に在住の
小学生以下の子ども

　　　　　　※ 保護者同伴可、未就学児
は保護者同伴

▶参 加 費：無料
▶申込方法： QRコードから必要事項を入

力して申込みください。
▶募集人数：60名(予定)　※先着順
　　　　　　※１グループ４人まで

森林の伐採には森林法の規定により
届け出が必要な場合があります

問い合わせ先／役場農林課林務係☎４８２-２９３６（課直通）

問い合わせ先／役場観光商工課観光振興係☎４８２-２９４０（課直通）

　ご自身が所有する山でも、地球温暖化の抑制や環境を維持することを目的と
しており、森林の伐採を行う際には、市町村森林整備計画に基づく適切な管理を
するための森林法の規定により『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が必要
となることがあります。
　届け出は、保安林を除く地域森林計画対象民有林について、伐採を始める90～
30日前までに届出書（伐採面積・伐採期間・伐採の方法・伐採後の造林樹種・造林
方法など）を役場農林課林務係に提出してください。

（広告）

参加申込
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住民税非課税世帯の皆さんへ給付金を給付します
　国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、住民税非課税世帯に
対して給付金を支給します。

　給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！
　自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場
や警察署か警察相談専用電話（＃9110）にご連絡ください。

問い合わせ先／役場福祉課地域福祉係☎４８２-２９２１（課直通）

＜給付額＞１世帯当たり３万円　こども１人あたり２万円を加算
　※ 18歳以下のこども（平成18年４月２日生まれ以降の児童）がいる世帯が対象です。基準日の翌日から令

和７年５月30日までに生まれたお子さんも加算対象となります。

＜対象となる世帯＞ 世帯全員が「令和６年度住民税均等割が非課税」の世帯
　 　令和６年12月13日時点で住民登録があり、住民税均等割が非課税の世帯に対して、３月下旬から４月上

旬にかけて「確認書」を郵送します。オンライン申請または確認書を返送してください。

　※ ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外となります。

【対象とならない例】

　•住民税が課税されている子に扶養されている非課税の親の世帯

　• 住民税が課税されている親に扶養されている非課税の子の単身世帯　など

＜申請期間＞５月30日㈮まで
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